
京都市建築基準法施行細則改正（新旧対照表）

現行 改正後

制定 平成元年７月１日規則第３９号

最終改正 令和５年３月３０日規則第７１号

制定 平成元年７月１日規則第３９号

改正 令和５年１２月２５日規則第６８号

（前略） （前略）

（確認申請書の添付図書）

第３条 確認の申請をしようとする場合において、建築物、建築物の

敷地又は工作物が次の各号のいずれかに該当するときは、確認申

請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号に掲げる図書を添付しな

ければならない。

⑴ 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するとき 工

場及び危険物調書

⑵ し尿浄化槽を設け、又は既設のし尿浄化槽を使用するとき

し尿浄化槽概要書及びし尿浄化槽からの放流水の排水経路図

（新設）

⑶ 汚物処理場、ごみ焼却場その他令第１３０条の２の２各号に

掲げる処理施設の用途に供する建築物で、令第１３０条の２の

３に規定する規模の範囲内において新築し、増築し、又は用途を

変更するとき 処理施設の処理能力を証する図書

⑷ 都市計画区域内において、建築物の延べ面積（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）が

１,０００平方メートルを超える建築物を建築するとき 次に掲

（確認申請書の添付図書）

第３条 確認の申請をしようとする場合において、建築物、建築物の

敷地又は工作物が次の各号のいずれかに該当するときは、確認申

請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号に掲げる図書を添付しな

ければならない。

⑴ 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するとき 工

場及び危険物調書

⑵ し尿浄化槽を設け、又は既設のし尿浄化槽を使用するとき

し尿浄化槽概要書及びし尿浄化槽からの放流水の排水経路図

⑶ 建築物の敷地が法第５３条の２第３項の規定により同条第１

項の規定の適用を受けないとき 市長が定めて告示する図書

⑷ 汚物処理場、ごみ焼却場その他令第１３０条の２の２各号に

掲げる処理施設の用途に供する建築物で、令第１３０条の２の

３に規定する規模の範囲内において新築し、増築し、又は用途を

変更するとき 処理施設の処理能力を証する図書

⑸ 都市計画区域内において、建築物の延べ面積（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）が

１,０００平方メートルを超える建築物を建築するとき 次に掲



げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第６条ただし書の規定の適用を受けるとき

建築基準条例第５条第３項に規定する特別許可建築物である

ことを証する書面

 イ 建築基準条例第４３条の４第３項第１号の規定の適用を受

けるとき 同号に規定する現に存する建築物（現に建築の工

事中のものを含む。以下「基準時建築物」という。）の床面積

を証する書面

 ウ 建築基準条例第４３条の４第３項第２号の規定の適用を受

けるとき 同号の規定による認定を受けたことを証する書面

⑸ 高さが２メートルを超える崖に近接して建築物を建築すると

き 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第７条第１号の規定の適用を受けるとき 宅

地造成等規制法第８条第１項又は都市計画法第２９条第１項

の規定による許可を受けたことを証する書面

 イ 建築基準条例第７条第２号の規定の適用を受けるとき 急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第１２条第１項

又は第１３条第１項若しくは第２項の規定による急傾斜地崩

壊防止工事により整備されていることを明示した図書

 ウ 建築基準条例第７条第３号の規定の適用を受けるとき 省

令第３条第１項の表１に掲げる図書（付近見取図又は配置図

に明示すべき事項を省令第１条の３第１項の規定により添付

する付近見取図又は配置図に明示した場合にあっては、付近

げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第６条ただし書の規定の適用を受けるとき

建築基準条例第５条第３項に規定する特別許可建築物である

ことを証する書面

 イ 建築基準条例第４３条の４第３項第１号の規定の適用を受

けるとき 同号に規定する現に存する建築物（現に建築の工

事中のものを含む。以下「基準時建築物」という。）の床面積

を証する書面

 ウ 建築基準条例第４３条の４第３項第２号の規定の適用を受

けるとき 同号の規定による認定を受けたことを証する書面

⑹ 高さが２メートルを超える崖に近接して建築物を建築すると

き 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第７条第１号の規定の適用を受けるとき 宅

地造成等規制法第８条第１項又は都市計画法第２９条第１項

の規定による許可を受けたことを証する書面

 イ 建築基準条例第７条第２号の規定の適用を受けるとき 急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第１２条第１項

又は第１３条第１項若しくは第２項の規定による急傾斜地崩

壊防止工事により整備されていることを明示した図書

 ウ 建築基準条例第７条第３号の規定の適用を受けるとき 省

令第３条第１項の表１に掲げる図書（付近見取図又は配置図

に明示すべき事項を省令第１条の３第１項の規定により添付

する付近見取図又は配置図に明示した場合にあっては、付近



見取図又は配置図を除く。）その他擁壁の構造が安全上支障が

ないことを明示した図書

 エ 建築基準条例第７条第４号の規定の適用を受けるとき 崖

の地表面が宅地造成等規制法施行令第６条第１項第１号イ又

はロに該当することを証する図書

 オ 建築基準条例第７条第５号の規定の適用を受けるとき 建

築物の構造が安全上支障がないことを明示した図書

⑹ 自動車車庫等（建築基準条例第９条第１項第６号に規定する

自動車車庫等をいう。以下同じ。）の用途に供するとき 敷地に

おける自動車の出入口からおおむね１５メートルの範囲内にあ

る道路の交差点及び曲がり角並びに小学校、義務教育学校（後期

課程のみの用に供する施設を除く。）、特別支援学校、幼稚園、公

園及び児童遊園の主な出入口までの距離を明示した図書並びに

前面道路の縦断勾配を明示した図書（前面道路が坂道である場

合に限る。）

⑺ 建築基準条例第３２条第３項の規定により交差点の側端から

７メートル以内の道路に接する場所に自動車の出入口を設ける

とき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第３２条第３項第１号の規定により三さ路の

交差点の車道が交差しない側に自動車の出入口を設けるとき

 （ア）建築基準条例第３２条第３項第１号アの規定の適用を受け

るとき 自動車の出入口が接する道路の幅員、車線の数及

び歩道の位置を明示した図書

見取図又は配置図を除く。）その他擁壁の構造が安全上支障が

ないことを明示した図書

 エ 建築基準条例第７条第４号の規定の適用を受けるとき 崖

の地表面が宅地造成等規制法施行令第６条第１項第１号イ又

はロに該当することを証する図書

 オ 建築基準条例第７条第５号の規定の適用を受けるとき 建

築物の構造が安全上支障がないことを明示した図書

⑺ 自動車車庫等（建築基準条例第９条第１項第６号に規定する

自動車車庫等をいう。以下同じ。）の用途に供するとき 敷地に

おける自動車の出入口からおおむね１５メートルの範囲内にあ

る道路の交差点及び曲がり角並びに小学校、義務教育学校（後期

課程のみの用に供する施設を除く。）、特別支援学校、幼稚園、公

園及び児童遊園の主な出入口までの距離を明示した図書並びに

前面道路の縦断勾配を明示した図書（前面道路が坂道である場

合に限る。）

⑻ 建築基準条例第３２条第３項の規定により交差点の側端から

７メートル以内の道路に接する場所に自動車の出入口を設ける

とき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書

 ア 建築基準条例第３２条第３項第１号の規定により三さ路の

交差点の車道が交差しない側に自動車の出入口を設けるとき

 （ア）建築基準条例第３２条第３項第１号アの規定の適用を受け

るとき 自動車の出入口が接する道路の幅員、車線の数及

び歩道の位置を明示した図書



 （イ）建築基準条例第３２条第３項第１号イの規定の適用を受け

るとき 自動車の出入口が接する道路に交差する道路の長

さ及びその道路の周辺の状況を明示した図書

 イ 建築基準条例第３２条第３項第２号の規定の適用を受ける

とき 第１９条の６第１号から第３号までに該当することを

証する図書

（新設）

⑻ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）伝統的建造物

群保存地区において祇園新橋伝統的建造物群保存地区又は産寧

坂伝統的建造物群保存地区と定められた区域内にある建築物

で、京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の

緩和に関する条例第２条の規定により当該建築物について法第

４４条第１項本文及び第５６条第１項第１号の規定が適用され

ないとき 確認申請書の正本にあっては京都市伝統的建造物群

保存地区条例施行規則第１条第２項に規定する許可通知書の写

し若しくは同規則第４条第２項に規定する協議成立書の写し又

は京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩

和に関する条例施行規則第２条に規定する認定通知書の写し、

確認申請書の副本にあっては当該許可通知書若しくは協議成立

書又は認定通知書

 （イ）建築基準条例第３２条第３項第１号イの規定の適用を受け

るとき 自動車の出入口が接する道路に交差する道路の長

さ及びその道路の周辺の状況を明示した図書

 イ 建築基準条例第３２条第３項第２号の規定の適用を受ける

とき 第１９条の６第１号から第３号までに該当することを

証する図書

⑼ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）姉小路界わい

地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてＡ地区とし

て区分された区域内において日用品の販売を主たる目的とする

店舗の用途に供するとき 当該店舗の営業時間を明示した図書

⑽ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）伝統的建造物

群保存地区において祇園新橋伝統的建造物群保存地区又は産寧

坂伝統的建造物群保存地区と定められた区域内にある建築物

で、京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の

緩和に関する条例第２条の規定により当該建築物について法第

４４条第１項本文及び第５６条第１項第１号の規定が適用され

ないとき 確認申請書の正本にあっては京都市伝統的建造物群

保存地区条例施行規則第１条第２項に規定する許可通知書の写

し若しくは同規則第４条第２項に規定する協議成立書の写し又

は京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩

和に関する条例施行規則第２条に規定する認定通知書の写し、

確認申請書の副本にあっては当該許可通知書若しくは協議成立

書又は認定通知書



⑼ 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第１

３条第１項の基準の適用を受けるとき 確認申請書の正本にあ

っては京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例

施行規則第３条第３項に規定する認定通知書の写し、確認申請

書の副本にあっては当該認定通知書並びに認定・変更認定申請

書の副本及びその添付図書

⑽ 京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例（以下

「京北条例」という。）第１条に規定する京北区域（以下「京北

区域」という。）内において建築物を建築するとき 次に掲げる

図書

 ア 別表第１に掲げる図書

 イ 京北条例第４条第４項、第５条第４項第２号又は第９条第

１項の規定による許可を受けた建築物にあっては、当該許可

を受けたことを証する書面

 ウ 京北条例第５条第３項の規定による認定を受けた敷地の内

にある建築物にあっては、当該認定を受けたことを証する書

面

 エ 京北条例第６条第４項の規定による認定を受けた建築物に

あっては、当該認定を受けたことを証する書面

⑾ 建築物の敷地が法第 53 条の２第３項の規定により同条第
１項の規定の適用を受けないとき 市長が定めて告示する図

書

（以下略）

⑾ 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第１

３条第１項の基準の適用を受けるとき 確認申請書の正本にあ

っては京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例

施行規則第３条第３項に規定する認定通知書の写し、確認申請

書の副本にあっては当該認定通知書並びに認定・変更認定申請

書の副本及びその添付図書

⑿ 京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例（以下

「京北条例」という。）第１条に規定する京北区域（以下「京北

区域」という。）内において建築物を建築するとき 次に掲げる

図書

 ア 別表第１に掲げる図書

 イ 京北条例第４条第４項、第５条第４項第２号又は第９条第

１項の規定による許可を受けた建築物にあっては、当該許可

を受けたことを証する書面

 ウ 京北条例第５条第３項の規定による認定を受けた敷地の内

にある建築物にあっては、当該認定を受けたことを証する書

面

 エ 京北条例第６条第４項の規定による認定を受けた建築物に

あっては、当該認定を受けたことを証する書面

（削除）

（以下略）



   附 則

（以下略）

附 則 

（中略） 

附 則（令和５年１２月２５日規則第６８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。


